
1 

 

平成２６年（ワ）第２７３４号 損害賠償請求事件 

平成２７年（ワ）第７２８号  損害賠償請求事件 

平成２７年（ワ）第３９１５号 損害賠償請求事件 

平成２８年（ワ）第８２５号  損害賠償請求事件 

平成２６年（ワ）第２７２１号 損害賠償請求事件 

原 告  原告番号１ 外５３名 

被 告  国     外１名 

 

準備書面３３ 

 

２０１９（平成３１）年１月１０日 

 

 

福岡地方裁判所第１民事部合議Ａ係 御中 

 

原告ら訴訟代理人弁護士 吉村 敏幸   

 

同      宮下 和彦   

 

同      近藤 恭典 外 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

目次 

第１ 本準備書面の目的 .................................................................................... 4 

第２ 地震本部の研究は防災対策に活用されることを当然に予定されていたこ

と（被告国第１２準備書面・第２への反論） .................................................... 4 

１ はじめに .................................................................................................. 4 

２ 地震本部は行政施策に直結すべき地震に関する調査研究を一元的に推進

する国の機関であること ................................................................................ 5 

３ 地震本部が公表する地震調査研究の意義 ................................................ 7 

４ 小括 ....................................................................................................... 11 

第３ 確率論的安全評価の手法による安全規制が正当であるとの被告国主張の

誤り（被告国第１２準備書面・第３に対する反論） ....................................... 11 

１ はじめに ................................................................................................ 12 

２ 原子炉施設の安全規制は決定論に基づいて行われており、確率論的安全

評価に基づいて行われていなかったこと ..................................................... 13 

３ 決定論的安全評価に基づく安全規制に代えて確率論的安全評価によって

安全性の確保を行うことはできないこと ..................................................... 14 

４ 「長期評価」公表当時、確率論的安全評価の手法の確立の目途は立ってお

らず、現に本件事故に至るまで実用化に至っていないこと ......................... 15 

５ 小括 ....................................................................................................... 19 

第４ 予見可能性の対象について（被告国第１４準備書面・第１への反論） 20 

１ はじめに ................................................................................................ 20 

２ 全交流電源喪失に陥る可能性は既に証明十分であること ..................... 20 

３ ＩＡＥＡ報告書の指摘 ........................................................................... 21 

４ 主張・立証の対象についての被告国の主張の誤り ................................ 22 

５ 小括 ....................................................................................................... 22 

第５ 長期評価が示した内容は合理的であること（被告国第１４準備書面・第２

への反論） ....................................................................................................... 23 



3 

 

１ はじめに ................................................................................................ 23 

２ 福島県沖海溝寄りの領域でも津波地震が発生しうるとの区分分けが合理

的であること ................................................................................................ 23 

３ 長期評価は最大公約数的見解でも多数意見でもない、とする被告国の主

張に対する反論 ............................................................................................. 27 

４ 長期評価の信頼度について .................................................................... 31 

５ 小括 ....................................................................................................... 31 

第６ 長期評価の見解に従えば敷地高さを超える津波が到来することが予見で

きたとする島﨑証言が信用できること（被告国第１４準備書面・第３第２項への

反論） .............................................................................................................. 31 

１ はじめに ................................................................................................ 32 

２ 阿部の簡易式による津波高さの推計が示す詳細計算の必要性 .............. 32 

３ 阿部の簡易式を用いる意味 .................................................................... 32 

４ 裏付けとなる阿部氏本人による発言 ..................................................... 34 

５ 佐竹氏も原告らの主張に賛同している .................................................. 35 

６ 小括 ....................................................................................................... 36 

第７ ２００２年における推計の信頼性を否定する被告国の主張には何ら根拠

がないこと（被告第１４準備書面・第３第３項（４）に対する反論） .......... 36 

１ はじめに ................................................................................................ 36 

２ ２００２年に現に津波推計計算が実施されていること ......................... 37 

３ ２００２年推計と２００８年推計はその信頼性に実質的差異が無いこと

 ...................................................................................................................... 37 

４ 小括 ....................................................................................................... 38 

 

 

 

 



4 

 

第１ 本準備書面の目的 

原告らは、本書面において、被告国第１２準備書面、同第１４準備書面

に対して必要な範囲で反論を行う。その概要は、以下のとおりである。 

第２では、「長期評価の内容は、直ちに規制や防災対策に取り込まれる

趣旨で公表されたものではない」旨の被告国の主張が、地震本部の設置目

的や研究の意義、長期評価を公表することの重要性等に鑑みて不合理であ

ることを明らかにする。 

第３では、確率論的安全評価を強調する被告国に対し、我が国における

原子炉規制では決定論的安全評価が長年採用されてきたこと、そもそも確

率論的安全評価は実用段階に達していなかったこと等を述べる。 

第４では、予見可能性の対象に関し、被告国の主張への反論を補充す

る。 

第５では、被告国が長期評価の信用性に対して行う批判の内、特に津波

地震の発生領域の区分分け及び長期評価に対する異論に関し、いずれの批

判も失当であることを明らかにする。 

第６では、長期評価によって敷地高さを超える津波の到来が予見できた

とする島﨑証言について、被告国の批判に反論を行い、信用できる証言で

あることを改めて確認する。 

第７では、２００８年に被告東電によって行われた試算結果は、２００

２年当時においても同程度の信頼性をもって算出することが出来たことを

述べる。 

  

第２ 地震本部の研究は防災対策に活用されることを当然に予定されていたこ

と（被告国第１２準備書面・第２への反論） 

 １ はじめに 

   被告国は、地震本部が２００２年に公表した「長期評価」に関し、「推

進本部自身も、地震調査委員会による長期評価の公表に当たり、理学的な
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成熟性の程度を踏まえ、その取扱いを受け手側において十分に検討するこ

とを前提にしており、『長期評価の見解』を含む長期評価の内容が決定論

的に直ちに規制や防災対策に取り込まれるべきとの趣旨で公表していな

い」と主張している（被告国第１２準備書面・３頁）。 

   以下、このような被告国の主張が誤りであることを明らかにする。 

 ２ 地震本部は行政施策に直結すべき地震に関する調査研究を一元的に推進

する国の機関であること 

（１）法令に基づく国の機関として地震評価のための十分な組織を有すること 

地震本部の設立経緯の詳細は、原告らがこれまで述べてきたとおりであ

る（準備書面１９・１６頁以下、準備書面２７・８頁以下）。 

地震本部は、地震に関する調査研究の成果が国民や防災を担当する機関1

に十分に伝達され活用される体制になっていなかったという認識の下に、

行政施策2に直結すべき地震に関する調査研究の責任体制を明らかにし、こ

れを政府として一元的に推進するため、同法に基づき総理府に設置された

政府の特別の機関である（現在は文部科学省に属する。）。このような地震本

部の設立の趣旨については、島﨑氏の証言（甲Ｂ４８の１・４０頁、同趣旨

として２５頁）、都司氏の証言（甲Ｂ４７・８３項）、佐竹氏の証言（乙Ｂ５

３・３頁）からも明らかである。 

地震の調査研究といっても、地震本部は従来の地震予知連絡会のような

私的諮問機関ではなく、政府の公的機関であり、地震についての被告国とし

ての評価を行うことを任務としている。地震本部には地震調査委員会が設

置され、同委員会は、「地震に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係

行政機関、大学等の調査結果等を収集し、整理し、及び分析し、並びにこれ

に基づき総合的な評価を行うこと」（７条２項４号）を目的としている。さ

 
1 「防災を担当する機関」には、当然ながら、原子炉施設の自然災害との関係における安

全規制を所轄する原子力安全・保安院も含まれる。 
2 「行政施策」には、当然ながら、原子炉等規制法及び電気事業法等に基づく原子炉施設

の安全規制も含まれる。 



6 

 

らに、地震調査委員会の下には、より専門的な検討を行うための機関として、

研究調査テーマに沿って、「長期評価部会」、「強震動評価部会」、「地震活動

の予測的な評価手法検討小委員会」、「津波評価部会」及び「高感度地震観測

データの処理方法の改善に関する小委員会」が設置されている。 

このうち、長期評価部会は、「長期的な観点から、地域ごとの地震活動に

関する地殻変動、活断層、過去の地震等の資料に基づく地震活動の特徴を把

握し明らかにするとともに、長期的な観点からの地震発生可能性の評価手

法の検討と評価を実施し、地震発生の可能性の評価」を行っている。 

そして、同部会の下には、さらに専門的な調査研究を目的として、「活断

層分科会」、「活断層評価手法等検討分科会」及び「海溝型分科会」が設置さ

れており、それぞれ専門的な調査研究の推進を行っている。 

このように、地震本部は、地震防災対策特別措置法に基づき、地震に関す

る専門的な調査研究を推進するための十分な組織を備えているのである。 

（２）地震・津波に関する情報の集中 

前述のとおり、地震調査委員会は、「地震に関する観測、測量、調査又は

研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等を収集し、整理し、及び分析

し、並びにこれに基づき総合的な評価を行うこと」（７条２項４号）を目的

としているのであり、地震・津波等に関する公的機関及び私的な研究機関等

からの情報を一元的に集約することも重要な目的としている。 

よって、地震調査委員会が収集する地震・津波に関する基礎的な情報量は、

個々の研究者や個別の研究機関が保有するものとは比較にならない。 

（３）地震・津波に関する我が国を代表する研究者が招集されていること 

地震本部は、私的な研究者の団体である個々の学会などとは異なり、被告

国が設置した公的機関として、地震・津波に関する我が国を代表する専門家

の参加が確保されている。 

この点、既に述べたように原子力安全・保安院自身は、原子炉施設の安全

性に関する原子力工学的な分野においては専門的な情報を保有し、一定の
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専門的知識を有する職員の確保も行われているとしても、こと地震及び津

波の発生可能性に関しては関連する情報を体系的に収集する体制も備えて

おらず、また多くの地震・津波の専門家が体系的に情報の分析、検討等を行

うという体制も備えてはいなかったものであり、地震本部の保有する情報

と関与する専門家の層の厚さに比すべくもない。この点は、そもそも両組織

の法令上の位置付けから来る当然の差異である。 

（４）まとめ 

   以上のとおり、地震本部は、行政施策に直結すべき地震に関する調査研究

を一元的に推進するために必要な組織、情報及び専門家を有する国の機関

である。 

３ 地震本部が公表する地震調査研究の意義 

（１）地震本部は単なる国立の調査研究機関ではないこと 

被告国は、地震本部の地震調査研究の成果について、地震本部自体が「直

ちに規制に取り入れるべき知見であると公表したものではない」として、あ

たかも地震本部が国立の調査研究機関に類する機関3であるかのような主張

をしている。 

しかし、この主張は、原告らがこれまで述べてきた地震防災対策特別措置

法及びそれによって設置された地震本部の役割を捻じ曲げているものと言

わざるを得ない。地震本部が公表する地震調査研究は、国の機関である地震

調査委員会の長期評価部会（さらには海溝型分科会）に招集された第一線の

地震学者による、過去の地震の評価と将来の地震の予測についての充実し

た議論を踏まえた公式見解であり、専門家の個人的な見解とは比べられな

い公的性格と重要性を持つということを改めて強調しておきたい。 

そして、地震本部の策定する「長期評価」等の知見は、それが部分的にで

も明らかになれば、可能な範囲で地域防災対策に活用してゆくべきことが

 
3 国立研究開発法人である産業技術総合研究所、環境研究所、建築研究所などは、純粋の

研究機関であり、地震本部とは役割が全く異なる。 
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当然に予定されていた（甲Ｂ５２号証、１９９９〔平成１１〕年「地震調査

研究の推進について」）。 

この点、被告国の主張は、被告国が自ら証拠として援用する地震本部の

「地震調査研究の推進について」（乙Ｂ１００）にも、明確に反している。

推進本部の役割、そして「長期評価」に期待される役割に関して重要な点で

あることから、以下、該当部分を引用して確認する。 

（２）「地震調査研究の推進について」（乙Ｂ１００）の検討 

まず「地震調査研究の基本的目標は、地震防災対策特別措置法の趣旨に則

して、地震防災対策の強化、とくに地震による被害の軽減に資することであ

る。」（２頁）としている。 

そして、地震本部による地震調査研究と被告国による防災行政との関係

については、「我が国の防災対策は、中央防災会議の定める防災基本計画に

示される方針の下に進められており、地震防災対策もこの枠組に含まれて

いる。中央防災会議の「防災基本計画（震災対策編）」（平成９年６月）は、

災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興、津波対策と、広範な震災対策を

提示しており、地震調査研究もその中に位置づけられる。即ち、本報告書で

述べる地震調査研究の推進施策は、地震防災対策全般の一部であり、地震に

よる被害の軽減を図るためには、さらに広範な地震防災対策の推進が必要

であり、地震調査研究の成果を地震防災対策に活かすことが求められる。  

地震防災対策と地震調査研究は、相互に連携を図りながら推進されなけ

ればならない。・・・地震調査研究の成果を国の地震防災対策等に反映させ

るように努めなければならない。これらの観点から、地震調査研究の成果と

して、どのような情報を、どのように出していけば地震防災に活かせるかを

常に念頭に置き、地震調査研究の方向を考えるべきである。」（３頁）とする。 

さらに「地震防災対策側からの要請の地震調査研究推進への反映」として、

「地震防災対策に地震調査研究の成果を有効に活用するためには、地震防

災対策に関係する者からの要請を踏まえて、地震調査研究が企画、立案され、
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実際に調査研究が行われることが必要である。このため、推進本部と中央防

災会議をはじめとする国及び地方公共団体などの地震防災関係機関、地震

防災関係者等との一層の連携を図るなど、地震調査研究を行う者と地震防

災に関係する者との対話、協力、連携を推進する必要がある。」（５頁。なお、

「国の地震防災関係機関」には、当然ながら原子力安全を所轄する原子力安

全・保安院が含まれる。）とする。 

また、「地震調査研究の成果の活用にあたっての国の役割と地方公共団体

の役割への期待」として 「地震調査研究の成果を国が自らの地震防災対策

に積極的に活用していくことは当然であるが、・・・・国は地方公共団体に

対して、地震調査研究の進捗状況及び成果を十分に説明する機会を設ける

とともに、必要に応じて専門的見地から指導・助言を行うなど、地方公共団

体の活動を支援する。」（７頁。ここでいう国には原子力安全・保安院も含ま

れる。） とし、「当面推進すべき地震調査研究」についても「前提としたデ

ータ、手法等は原則として公開し、その作成の経緯が関係者によって検証で

きるものとする。また、このような地図は、活断層調査等によってもたらさ

れる新たな知見、地下構造調査の進展、強震動予測手法の高度化、地震発生

の予測精度の向上等の地震調査研究の進展によって、その精度の向上に努

めるものとする。」（策定手続きの公開性、公正性と、最新知見の取り入れの

制度的担保）としている。 

以上の地震調査研究と地震防災行政の総論的な整理を踏まえた上で、本

件で直接に問題となる「地震活動の長期評価」に関連する策定方針としては、 

「（２）海溝型地震の特性の解明と情報の体系化 

   日本に被害を与える可能性のある海溝型地震に関して、  

  ①その詳細な発生位置に関する情報  

②想定される地震の規模等に関する情報  

③地震の発生履歴に関する情報 

を明らかにすることを目標として、調査研究及び歴史的な資料、情報の体系
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的な収集、整理、分析を進める。 」としている。また、 

「（３）地震発生可能性の長期確率評価 」として、  

「全国的な活断層調査の成果、海溝型地震に関する情報の体系化、歴史地

震に関するデータ等をもとに、現在、地震調査委員会において検討中の手法

を用いて、陸域の浅い地震、あるいは、海溝型地震の発生可能性の長期的な

確率評価を行う。」「現在知られている活断層以外で発生する地震によって

も、大きな被害が生ずる可能性もあるため、これらの地震の発生可能性も長

期確率評価に含めるべく検討を進める」（１０頁）ものとしている。 

 そして、最後に「むすび」として 

「最新の地震調査研究の成果を地震防災対策に活かし、今後発生する大き

な地震からひとりでも多くの人の生命を救い、その財産を守ることが求め

られている。地震調査研究の推進とその成果の活用によって、被害の防止・

軽減を実現するよう、関係者一丸となった努力が必要である。」（３４頁）と

全体を整理しているところである。 

（３）地震本部の各専門家は「長期評価」が防災対策の前提となることを理解し

ていたこと 

上述のとおり、地震本部の地震調査委員会による地震調査研究は、被告国

の機関として調査研究を実施し、その成果を地震防災行政に生かすことを

その目的としているものであり、またその成果は各防災行政を担う一審被

告国の機関や地方公共団体等によって活用されることを当然に予定してい

るものである。 

この地震調査委員会には、わが国の地震学を代表する多くの専門家が参

集して共同して調査研究を重ね長期評価としてその結論を取りまとめて公

表をしている。当然のことながら、これらの活動は地震学会における個人と

しての専門的見解の表明とは全く異なるものであり、法に基づく目的に沿

って国家機関の活動の一部として地震調査研究を行っていることについて

は、専門家の委員も十分に認識していたものである。 
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よって、地震調査委員会の委員会、部会、分科会における見解の表明は、

単に理学的に否定できなければ異議を述べないというレベルの問題ではな

く、各委員ともその委員会で集約される結論が地震防災対策で活用される

ことを目的としており、現に防災対策で採用されるであろうことを予定し

て議論に参加し、意見を述べているものである。すなわち、そこでの委員の

意見表明は、地震防災対策の基礎として各種の地震防災対策を担う機関及

び住民などに対して、現実の地震防災対策において信頼のおける情報であ

ることを当然に踏まえてなされるものである。 

「長期評価」の策定に参加した各専門家が科学者であることから、単に

「理学的に否定できない」との理由で、「長期評価」の結論に異議を述べな

かったかのようにいう被告国の主張は誤りというほかない。 

４ 小括 

   以上より、推進本部の地震調査研究は防災対策に生かすことを目的とし

て行われており、かつ地震防災対策において活用されることを当然に予定

されていたことは明らかである。 

地震本部の地震調査研究の成果は、特定の防災行政（その中には原子炉施

設の防災のための安全規制も含まれる。）において、全く無条件で採用され

ることを予定しているものではないことは当然であるが、他方で、地震防災

対策特別措置法の趣旨、及びそれに基づく地震本部の役割を踏まえれば、同

本部の地震調査研究の成果は、特にその信頼性を疑うべき根拠が示されず、

「規制権限の行使を義務づける程度に客観的かつ合理的な根拠を有する科

学的知見」であると認められる限り、原子炉施設の安全規制においても基礎

に据えられるべきものである。 

  

第３ 確率論的安全評価の手法による安全規制が正当であるとの被告国主張の
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誤り（被告国第１２準備書面・第３に対する反論） 

 １ はじめに 

   被告国は、２０１８年７月１１日の更新弁論において、概要以下のように

説明した。 

「① 外的事象に対する安全評価の手法としては、決定論（確定論）的安全

評価と確率論的安全評価の各手法があるところ、本件事故前、地震及び津

波等の自然現象に対する安全性については、国及び事業者いずれにおい

ても主として決定論的手法に依拠した評価・検討を行っており、被告国に

よる安全規制も、基本的に決定論的安全評価に依拠して行われてきた。 

② 規制機関である保安院は、確率論的安全評価による情報が、決定論的

な手法を中心とする規制を補完し、進化・進歩させるものと位置付けられ

ることから、確率論的安全評価手法によって得られるリスク情報を規制

に取り入れ得るための規制基盤の構築に向けて検討を進めていた。 

③ 被告東電は、「長期評価の見解」の公表の直後に、「長期評価の見解」

を決定論としては取り入れず、確率論的津波ハザード解析におけるロジ

ックツリーの分岐の項目として取り入れる方針を決めたところ、保安院

としてもその方針を了承し、「長期評価の見解」を確率論的安全評価のな

かに取り込むこととした。 

    こうした被告国の対応は、当時の理学的・工学的知見に照らして合理的

である。」 

   また、準備書面においても、「『長期評価の見解』が公表された直後の平

成１４年８月、被告東電からヒアリングを行い、その取り扱いについて説

明を求めるなどし、被告東電が、専門家の意見も踏まえて、これを決定論

でなく確率論において取り扱っていく方針であるとの報告を受けて了承す

るなど、正に理学的な成熟性の程度を踏まえた受け手側での検討を経て、

これを取り扱っており、また、かかる対応は、工学的にも正当性を有する

判断であった」と主張する（被告国第１２準備書面・１６頁）。 
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   そこで以下、被告国の主張に対する反論を行う。 

 ２ 原子炉施設の安全規制は決定論に基づいて行われており、確率論的安全

評価に基づいて行われていなかったこと 

（１）原子炉施設の安全規制において決定論的安全評価が行われることの意義 

被告国も主張するように、原子炉施設の地震及び津波等の自然現象に対

する安全規制に関しては、決定論的安全評価が行われてきた。この決定論

的安全評価は、「原子炉施設に起こり得る様々な事象の中から選定した代

表事象（想定事象）が発生確率・頻度に関わらず、発生するものと仮定し

た上で保守的な手法を用いて事象の進展解析を行うことにより事象のもた

らす影響を評価する手法」である。 

原子炉施設の安全規制において決定論的安全評価が用いられている趣旨

は、安全確保の方法にはいずれも不確実さが含まれており、リスク及びそ

の不確かさを完全に定量化することはできないという基本的な考え方に基

づいて、設計の保守性を重視し、設計上の想定条件に対して安全裕度を確

保することによって、想定を超える条件に対しても一定の頑強性が期待で

きるシステムを構築して、リスクを抑制し、リスク及びその不確かさに対

処するという観点から、「包絡的代表事象すなわち設計基準事象について

の保守性を重視した決定論的安全評価が行われる」というものである。 

 この点に関して、被告国は、政府事故調報告書（中間）において、原子

炉等規制法以下の原子炉施設の安全規制については、「規制当局において

は、過去の原子炉設置許可処分取消訴訟等の行政訴訟において、決定論的

な設計基準事象とその根拠を説明することによって、現行規制において安

全は十分確保されていると説明していた。」（甲Ａ１の１・４１８頁）とし

ている。 

耐震設計審査指針（乙Ａ８の２）においても「基準地震動」という概念

が用いられているように、自然現象などによる外部事象を含めて、決定論

（確定論）に基づく安全規制が採用されてきたところであり、決定論（確
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定論）に基づいて設計基準事象を設定し、設計基準事象が発生することを

確定的な前提としても原子炉施設の安全性が確保されることを求めるとい

う規制が行われてきたところである。 

（２）決定論に基づく安全規制は無条件に確保されるべきものであること 

 原子炉等規制法及び電気事業法等に基づく原子炉施設の安全性確保に関

する法規制は、原子炉施設が巨大な危険性を抱えている特性に鑑み、決定

論に基づいて設計基準となる事象を想定して、これに対する安全性確保措

置を必ず確保することを設置及び運転の最低限の条件としているものであ

り、そのための安全性の最低の基準を定めているのが技術基準省令６２号

である。よって、同技術基準に反する状態であれば、経済産業大臣として

は、無条件に行政指導、さらには技術基準適合命令を発して安全性を確保

して、「深刻な災害が万が一にも起こらないようにする」という法の趣

旨、目的を達することが求められるところである。 

この決定論に基づく技術基準による安全規制に関しては、技術基準への

適合性は無条件に確保されるべきものであり、原子力事業者が投資できる

資金や人材等が有限であったとしても、又、他の安全上の要請がいくら重

要であったとしても、対策の実施を猶予して後回しにすることは許されな

いものである。 

（３）まとめ 

   このように、わが国における原子炉施設の安全規制は決定論に基づいて

行われており、そもそも確率論的安全評価は行われていなかった。 

３ 決定論的安全評価に基づく安全規制に代えて確率論的安全評価によって

安全性の確保を行うことはできないこと 

以上に対し、「確率論的安全評価は、発生する可能性のある様々な事象

を網羅的・系統的に評価の基礎に取り込みつつ、それらの事象の発生確

率・頻度を考慮して安全性を評価する手法」とされるものである。 

決定論的安全評価に基づいて確保されている安全性の程度を知識ベース
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で検証する機能が期待されるに留まるものであり、決定論的安全評価に基

づく安全規制に代えて確率論的安全評価によって安全性の確保を行うこと

はできない。 

  そもそも、特定の事象について、これを安全規制の問題として決定論的

安全評価において考慮に入れるか否かという判断と、その事象を知識ベー

スの問題として確率論的安全評価におけるハザード解析の一分岐に取り入

れるか否かという判断は、別個・独立のものであり、「決定論において考

慮する」という判断と「確率論の一分岐として取り入れる」という判断

は、互いに相反するものではなく二者択一の関係に立つものでもない。 

よって、特定の事象について、「確率論の一分岐として取り入れる」と

したこと自体によって、当該事象を「決定論において考慮する」ことの必

要性が減殺される関係に立つものではない。被告国は、「長期評価」を

「確率論の一分岐として取り入れる」としたこと自体によって、「長期評

価」を決定論に基づく安全規制において考慮しなかった判断が正当化され

るかのように主張するが、被告国の主張は、決定論と確率論の相互の関係

を正しく踏まえていない。 

 ４ 「長期評価」公表当時、確率論的安全評価の手法の確立の目途は立ってお

らず、現に本件事故に至るまで実用化に至っていないこと 

（１）自然現象を対象とした確率論的安全評価の到達点 

自然現象を対象とした確率論的安全評価の手法は、その手法自体が原子

炉施設の安全設計や安全規制に用いるための手法として未確立であり、実

用化されてはいなかった。 

すなわち、土木学会津波評価部会は、２００２（平成１４）年２月に

「津波評価技術」を公表して、第１期の活動を終えることとなった。その

後、津波評価部会は、第２期（２００３年～）及び第３期（２００７年

～）において、津波に対する確率論的安全評価の手法の検討に取り組むこ

ととなった（甲Ｂ６０の２・松山昌史・第２回聴取結果書）。そして、２
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００９（平成２１）年６月にその成果を集約して取りまとめたが、その検

討状況については、「第２期からは、津波水位の確率論的評価についても

研究が行われた。確率論的評価は、地震においては先行研究の蓄積があ

り、津波についても、研究を進めておく必要があるとの認識」の下に、あ

くまで手法の研究を進めるという段階に留まっていた。第２期及び第３期

の研究の最終的な成果も「確率論的津波ハザード解析の方法（案）」とし

て中間的な取りまとめがなされたが、「案」という留保が付されているよ

うに、原子炉施設の安全対策及び安全規制に用いることができるものでは

なかった（乙Ｂ４０・２７頁）。 

２００６（平成１８）年の耐震設計審査指針の改訂に際しても、地震動

について、「確率論的安全評価手法活用に向けた取組み」として「想定し

た基準地震動を上回る地震動による施設の損傷、放射性物質の拡散といっ

た『残余のリスク』の存在を十分認識し、それを縮小するための努力を要

求し、基準地震動に対する超過確率を安全審査において参照することを求

めるなど、確率論的安全評価手法の導入に向けた取組みを進める」とされ

るに留まっており、津波についての確率論的安全評価手法については、改

訂された耐震設計審査指針においても言及さえない状態であった（甲Ｂ８ 

原子力安全委員会「耐震設計審査指針の改訂」）。 

以下、被告らが提出した専門家意見書においても、同様の言及があるこ

とを確認しておく。 

（２）専門家意見書の検討 

ア 今村文彦氏の見解 

今村文彦意見書（乙Ｂ４４号証）においても、土木学会では「津波評価

技術」策定後の第２期、第３期において、津波に関する確率論的安全評価

の一部を構成する要素である「確率論的津波ハザード解析手法の研究・開

発に取り組んでいました。しかし、・・・本件事故前、確率論的津波ハザ

ード解析の手法は確立していませんでした。このことは、海外でも同様で
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す。」（２３頁）、「当時（「津波評価技術」公表当時の意。引用注）、津波を

原因事象とする確率論的安全評価（津波ＰＳＡ）の手法は日本においても

世界においても研究途上であり、地震ＰＳＡとの比較においても相当不確

実さが大きいことなどの理由から、確率論的津波ハザード解析の結果に基

づいて設計津波の水位を求めることはできないと考えられていました。」

（１２～１３頁）とされている。 

さらに、同意見書は、津波評価部会では「第二期以降に津波ＰＳＡの研

究を進めることとしていました。いずれにしても、日本においても世界に

おいても、津波ＰＳＡの手法が実用化されたのは本件事故後のことでし

た。」、「津波ＰＳＡは、ハザード評価、フラジリティ（壊れやすさの意。

引用注）評価、事故シーケンス解析の三段階から構成されますが、津波を

原因とするＰＳＡのうちフラジリティ解析の手法は、ＪＮＥＳが２００６

（平成１８）年にフラジリティに言及しつつ津波ＰＳＡの基本的手法を論

じた論文を発表し、その後も同手法の開発状況を発表したことがありまし

たが、それらを除くと、ほとんどまったくといっていいほど研究は進んで

いなかったと思います。」と述べている。 

イ 佐竹健治氏の見解 

佐竹健治意見書（乙Ｂ４０号証２７頁）においても、一般論として「確

率論的津波ハザード解析」（２６～２７頁）が、津波に関する確率論的安

全評価の一要素に留まることを説明した上で、津波評価部会では、「平成

１４年２月に『津波評価技術』を公表した後、平成１４年度から１７年度

にかけて、確率論的津波ハザード解析手法が審議されていた。その中間結

果は平成１９年６月に土木学会論文集に報告がなされたほか、平成２１年

３月には『確率論的津波ハザード解析の方法（案）』として取りまとめら

れている。」としている。 

ただし、その研究の成熟度については、「確率論的津波ハザード解析手

法は、平成２３年（２０１１）年に出版されたＩＡＥＡ安全基準（IAEA 
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Safety Standards）において、『確率論的津波ハザード評価は、確率論的

地震ハザード評価と同様な方法であるが、各国で実務としては適用されて

いない。確率論的アプローチを用いた津波ハザード評価の手法は提案され

ているが、標準的な評価手順はまだ開発されていない。』とされており、

『津波評価技術』で提案された確定論的手法と比べて、実務への適用は遅

れており、東北地方太平洋沖地震が発生した平成２３年当時は、標準化さ

れた手法ではなかった。」と述べている。 

ウ 酒井俊朗氏の見解 

被告東電において津波に関する確率論的安全評価の研究を担当していた

酒井俊朗氏は、その意見書（乙Ｂ５６・１０頁）で次のとおり述べる。 

「津波に関するＰＳＡは、津波ハザード評価、建屋・機器フラジリティ

評価及び事故シーケンス評価の大きく３要素から構成されますが、その中

では津波ハザード評価はかなり進展している部分であるといえます。ただ

し、津波ハザード評価は、津波に関するＰＳＡの一部を構成する要素でし

かありませんから、それが進展しているからといって津波に関するＰＳＡ

が確立しているといえるわけではありません。」、「津波に関するＰＳＡの

検討状況はどうかといいますと、平成２９年１月現在で確立した技術であ

るとはいいがたいと思います。」、「国内はもとより世界的にみても、電力

事業者で地震に関するＰＳＡと同じレベルで津波に関するＰＳＡを実施し

ている原子力発電所は、現時点においてもありません。」（同１０～１１

頁） 

エ 山口彰氏の見解 

山口彰氏は、その意見書（乙Ｂ１１０）において、「結果的には、本件

事故当時にあっても、津波ハザード解析手法は開発途上にあり、津波ＰＲ

Ａの手法の学会標準を策定する動きには至っていませんでした。」（１１

頁） 

 と述べている。 
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オ 首藤伸夫氏の見解 

首藤伸夫氏は、その意見書（乙Ｂ４５・２２頁）において、津波の確率

論的安全評価について「本件事故までこれらの手法の研究開発を続けてき

たものの、その確立に至る前に平成２３年３月１１日が来てしまいまし

た。・・・諸外国においても平成２３年３月１１日までに確率論に基づい

た手法を確立した国は存在しませんでした。」と述べている。 

カ 被告東電の事故調査報告書における評価 

東電事故調査報告書（丙Ａ２の１・２０頁注釈）では、「津波の確率論

的評価手法は、土木学会で平成１８～２０年度も引き続き検討・・・され

ており、今回の震災発生時点でも、津波の評価手法として用いられるまで

には至っておらず、試行的な解析の域を出ていない」とされている。 

（３）まとめ 

   以上に見たとおり、「長期評価」公表当時、確率論的安全評価の手法は実

用化されていないどころか、確立の目途すら立っていない状態であった。 

   それにもかかわらず、被告国は、長期評価を確率論的安全評価のなかに取

り込むことにした、と事実に反する主張を繰り返しているのである。 

 ５ 小括 

被告国は、「長期評価の見解」については、安全規制としての決定論的

安全評価には取り入れず「確率論によって評価する」という対応が、工学

的に正当性を有する判断であったと主張するが、そもそも、（こうした方

針を決定したとされる）「長期評価」公表の直後の時点（２００２〔平成

１４〕年）はおろか、それから８年以上が経過した本件事故（２０１１

〔平成２３〕年）に至るまで、津波の確率論的安全評価は、手法の研究段

階に留まっていたものである。 

すなわち、津波に対して、確率論的安全評価の手法に基づいて、実際の

防護措置や法規制が実施されるめどは全く立っていなかったのであり、

「確率論によって評価する」という対応は、要するに、評価方法について
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の学術的・技術的な研究を進めるということを意味するに留まるのであ

り、およそ実効性ある安全対策を行ったといえるものではない。 

 

第４ 予見可能性の対象について（被告国第１４準備書面・第１への反論） 

 １ はじめに 

   被告国は、「原告らが主張する『建屋敷地を越える津波』が具体的にど

の程度の規模の津波を意味するのか何ら明らかにされておらず、単に敷地

高さ（Ｏ．Ｐ．＋１０メートル）を越える津波というだけでは予見可能性

の対象たり得ない」と主張する（被告国第１４準備書面・２頁）。 

   そこで以下、被告国の主張に対し反論する。 

 ２ 全交流電源喪失に陥る可能性は既に証明十分であること 

   そもそも、原子炉施設においては、「深刻な災害が万が一にも起こらな

いようにする」という高度な安全性が求められる（詳細は準備書面１７・

１４頁以下など）。そして、主要建屋敷地に津波の遡上波が襲来した場合

には、建屋内部に設置された非常用ディーゼル発電機などの非常用電源設

備等が被水して全交流電源喪失に陥る危険性がある（甲Ｂ２０の１、甲Ｂ

２１・１頁を参照）。この点は、被告らも十分に認識していたところであ

る。 

原子力発電所の新設に際しては主要建屋敷地を想定される津波高さ以上

に設置すべきことは当然としても、仮に、その後の知見の進展によって、

主要建屋敷地高さを超える津波の襲来の可能性があることが判明した場合

には、原子炉施設の安全確保のために、敷地高さを超える津波に対する必

要な防護措置が求められる。経済産業大臣（原子力安全・保安院）は、新

規制基準において導入されたように、敷地高さを超える津波に対しても原

子炉施設の安全を確保するために規制権限を行使すべきことは当然に要請

されるところである。 

原子炉施設に求められる高度の安全性を前提にすれば、敷地高さをこえ



21 

 

る津波に対する安全規制は、そうした津波が襲来することにより全交流電

源が喪失する「可能性」があれば導入される必要があるのであり、津波の

具体的な侵入経路や具体的な規模を特定することを要しない。むしろ、そ

うした事情がすべて判明するまで規制権限を一切行使しないということは

到底許されないものである。 

よって、本件で求められる予見可能性の対象は「全交流電源の喪失を引

き起こす地震及び津波の到来」であり、その証明は原告らの従前の主張で

足りている。 

３ ＩＡＥＡ報告書の指摘 

   この点に関し、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の本件原子力発電所に関す

る報告書（甲Ｂ８９の２・５頁）においては、「ドライサイト」と「ウェ

ットサイト」は明確に区別されるべきことが指摘されている。 

ドライサイトの考え方とは、「設計基準浸水時の基準水位に影響する可能

性のある風波効果、及び任意の随伴事象（高潮、海面上昇、地殻変動、瓦礫

の蓄積、土砂の流送、氷など）を考慮に入れた上で、安全上重要な物件はす

べて、設計基準浸水の水位よりも高くに建設するという」ことを示すとされ

ている。 

そして、こうした「条件が満たされない場合、サイトは『ウェットサイト』、

すなわち設計基準浸水の水位がプラント主地盤高よりも高いと決定された

ものと見なされる。従って建設・供用の各段階中、恒久的なサイト防護策を
．．．．．．．．．．．

取る必要
．．．．

があり、また上述のように、こうした人工的なプラント防護策は、

安全上重要な物件と見なすべきであり、従って適切に設計・保守する必要が

ある。」とされているところである。 

福島第一原子力発電所は、その設置の当初は「ドライサイト」として設計

されたものであるが、その後、津波に関する知見が進展して、主要建屋敷地

に津波が遡上しうることが判明したのであり、「ウェットサイト」であるこ

とが事後的に明らかになったのである。「ウェットサイト」であることが判
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明した以上、「恒久的なサイト防護策を
．．．．．．．．．．．

取る必要
．．．．

がある
．．．

」にもかかわらず、

被告国は、敷地高さを超える津波に対して当然に求められる防護策に関す

る安全規制を怠ったものである。 

そして、「ドライサイト」と「ウェットサイト」とを区別する基準は、主

要建屋敷地に津波が遡上する可能性
．．．

があるか否かという点にある。 

以上のとおり、原告らが、被告国の規制権限不行使の違法を問う前提とし

て、福島第一原子力発電所が「ウェットサイト」であること、すなわち、主

要建屋敷地に津波が遡上する可能性があることを重要視していることは、

ＩＡＥＡの指摘に基づいても当然のことといわなければならない。 

４ 主張・立証の対象についての被告国の主張の誤り 

被告国の主張は、そもそも本件の争点との関係で立証が求められる事項

について、不正確な整理をしている点でも失当である。 

そもそも、被告国の規制権限不行使の国賠法上の違法との関係において

は、①全交流電源喪失を引き起こし得る津波の襲来の予見可能性があった

といえるか（予見可能性）、②①を前提として、経済産業大臣が敷地高さを

超える津波に対する安全規制を行うべきであったといえるか（規制権限不

行使）、③経済産業大臣が②の安全規制を行っていれば、本件津波に対して

も全交流電源喪失による過酷事故発生は回避することが可能であったか

（結果回避可能性）、が主張・立証の対象となるものである。 

 これに反して、被告国は、「単に敷地高さを超える津波が到来したという

だけでは、福島第一発電所事故が発生したと認めることはできない」と主張

して、敷地高さを超える津波によって直ちに本件事故が惹起されるという

ことが、あたかも予見可能性が認められるための立証事項であるかのよう

に述べているが、これは本件の争点を正解しないものである。 

５ 小括 

以上の理解に基づき、原告らは、予見可能性の対象を「全電源喪失を引き

起こしうる地震及びこれに随伴する津波の発生、到来」と主張しているので



23 

 

あり、予見可能性の立証としてはこれで十分である。 

本件地震の水量、水流、水圧等の大きさを強調して、「単に敷地高さを超

える津波が到来したというだけでは、福島第一発電所事故が発生したと認

めることはできない」との被告国の主張は、全く見当外れというほかない。 

 

第５ 長期評価が示した内容は合理的であること（被告国第１４準備書面・第２

への反論） 

 １ はじめに 

   被告国は、被告国第１４準備書面・７頁以下において、「長期評価」が示

した内容について縷々主張し、「『長期評価』が客観的かつ合理的根拠を有す

る知見である」との原告らの主張を否定しようと試みている。 

   しかし、このような被告国の主張は誤りである。以下、各争点に対し必要

な範囲で反論する。 

 ２ 福島県沖海溝寄りの領域でも津波地震が発生しうるとの区分分けが合理

的であること 

（１）プレートの沈み込みの構造が同じであるのに、福島県沖にだけ起こらない

という積極的根拠がないこと 

三陸沖から房総沖の日本海溝沿いに関しては、「長期評価」が結論したと

おり、過去に北では明治三陸地震と慶長三陸地震の２つの津波地震が発生し、

南では延宝房総沖という津波地震が発生している。日本海溝の南北を通じて、

太平洋プレートが陸寄りのプレート境界の下に同様の速度で沈み込み続け、

かつ、プレート境界の形状も共通するという同じ構造をもつことからすれば、

日本海溝寄りの南部と北部で津波地震が現に起きている以上、その中間にあ

る福島県沖海溝寄りの領域を含めて、津波地震はどこでも発生しうると考え

るのがごく自然である。 

これに対し、被告らは、４００年あるいは５００年程度の限られた期間に

おいて、起こりうる地震は起こっており、かつそれを認識できているという
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誤った前提に立ち、福島県沖海溝寄りでだけ
．．

津波地震が起こらないと主張し

ているに過ぎず、そのように解すべき積極的根拠は、何ら示されていない。 

（２）北部と南部の地形・地質・地震活動の違いを理由に、南部では津波地震が

起こらないとする被告らの主張の誤り 

ア 被告国の主張 

   被告国は、日本海溝寄りを陸寄りと区別される一つの領域とした「長期評

価」の結論が信頼できない旨主張し、明治三陸地震と同様の津波地震が、日

本海溝寄りの南部でも発生しうるという「長期評価」の結論を否定したいが

ため、他地裁における３人の専門家の尋問において、北部と南部では地形・

地質の違い（堆積物の沈み込み方等）、地震活動の違い（微小地震や低周波

地震の起こり方）があることを強調しようとした。 

   この内、微小地震や低周波地震の起こり方について、三陸沖北部から南部

の日本海溝寄り全体について陸寄りとは区別される共通性があること、低

周波地震の起こり方については、北だけでなく南でも「大規模な低周波地震」

すなわち「津波地震」が発生する可能性があることについては、既に詳述し

たとおりであり（準備書面２７・１５頁以下）、被告国の主張への反論は足

りている。 

以下では、北部と南部の地形・地質の違い（特に堆積物の沈み込み方の違

い）を強調する被告国の主張について反論する。 

イ 鶴論文は南の延宝房総沖で津波地震を説明できない仮説に過ぎず、現在

ではその誤りが明らかになっていること 

被告国は、佐竹氏に対し、鶴哲郎氏らの論文（乙Ｂ６０の１、２）を詳細

に引用した上で、「堆積物の厚さの違いがプレート境界へのカップリングの

違いを示唆しているとして、このカップリングの違いによってプレート境

界地震の発生の地域差を説明できる可能性があるというふうな指摘をして

いるということ」を確認させている（乙Ｂ５１・２４～２７頁）。 

鶴氏らの論文は、日本海溝寄りの北部ではプレート境界に堆積物がくさび
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型に沈み込んでいるのに対し、南部では一様に堆積物が沈み込んでいること

から、「プレート境界地震の発生の地域差を説明できる可能性」、つまり北部

では津波地震が起こり南部では起こらないという「可能性」を述べるもので

あった。  

しかし、第１に、鶴氏らの見解は、２００２年「長期評価」策定当時にお

ける仮説に過ぎず（甲Ｂ４９・３１頁）、しかも、１６７７年に延宝房総沖

地震という日本海溝寄りの津波地震が現に発生しているという客観的事実

を説明できないという点で、およそ採用しえない仮説であった。 

もし鶴氏らの仮定するとおり、南部では北部と異なり海溝軸から少し入っ

たところのプレート境界間に付加体が一様に分布していることにより固着

（カップリング）が弱くなるというのであれば、大きな地震になる以前にず

れ、あるいはすべりが生じることによって、そもそも日本海溝寄りの南部で

は津波地震は起こらないことになるはずである。   

ところが、現実には１６７７年に延宝房総沖で津波地震が起こっているの

であって、鶴氏らの仮説はこれと整合しない。この地震を津波地震と考えな

ければ、北は宮城県岩沼まで津波被害が及んでいることを説明できないこと、

２００２年「長期評価」のみならず同年の土木学会「津波評価技術」でもこ

の地震を津波地震と判断していることは、既に詳述したとおりである。 

佐竹氏も、鶴氏らの論文の内容を確認するだけで、では延宝房総沖で津波

地震が起こっていることについてはどう説明するのか（前述のとおり、佐竹

氏自身はこの地震を日本海溝寄りの津波地震と評価することに、海溝型分科

会で賛成している。）については、何ら証言していない。これは、鶴氏らの

仮説と日本海溝南部における津波地震の発生との矛盾を合理的に説明する

ことができないことを物語っている。 

第２に、鶴氏らの見解は、東北地方太平洋沖地震の発生により、現在では

その誤りが明らかになっている。 

東北地方太平洋沖地震の震源域のうち海溝寄りの部分は「津波地震」の性
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格を有している（乙Ｂ５１・５２頁）。海溝寄りの北部に属する部分だけで

なく、南部（鶴氏らによれば、堆積物が北部のようなくさび形ではなく一様

に沈み込んでいる領域）に属する部分も含め、海溝寄りのプレート境界面が

大きくずれることにより、巨大な津波地震を生んでいるからである。 

佐竹氏は、被告国の誘導により鶴論文の内容を追認する証言をしているが、

それに先立って以下のように述べている（乙Ｂ５１・２４頁）。 

「問 証人は、今回の地震前には
．．．．．．．．

、そのような違い（原告代理人注：

海溝軸付近の詳細な地形や堆積物の厚さの違い）が津波地震発生の

有無に影響するという風に考えておられたんでしょうか。」 

「はい、そのとおりです。」 

被告国代理人が「今回の地震前には」とあえて時期を限定して尋ね、佐竹

氏が「そのとおりです」と答えていることから、同証人が現在では鶴氏らの

見解を支持していないこと、すなわち、海溝寄りの南北における些細な地形

の違いや堆積物の厚さは、津波地震の発生の有無には影響しないと考えてい

ることが伺える。 

日本海溝寄りの領域は、その南北を通じて、プレート境界の形状が同様で

あり、かつ、微小地震や低周波地震の起こり方についても、陸寄りの領域と

は異なる共通性があることは明白であること、さらには、堆積物の沈み込み

方の南北での差異についての仮説は１６７７年に発生した延宝房総沖津波

地震を説明できず採りえないことから、被告国の主張に根拠がないことは明

らかである。 

（３）長期評価の領域分けの妥当性が繰り返し確認され支持されていること 

   原告らが既に詳述したとおり（準備書面２７・４０頁以下）、長期評価が

公表された後においても、長期評価は複数回にわたって見直しの機会があ

ったが、その都度、領域分けの妥当性が繰り返し確認され支持されている。 

   これに留まらず、貞観地震の津波堆積物調査の知見が進展したことを踏

まえて、地震調査委員会は、「宮城県沖の長期評価」と「三陸沖から房総沖
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にかけての地震活動の長期評価」を統合して、後者の長期評価の改訂版を２

０１１年４月に公表する準備を進めていたところ、本件地震の発生のため

に延期された経過がある。すなわち、長期評価の領域分けは，その後の長期

評価部会でも重ねて結論が支持され、新しい長期評価に引き継がれること

が予定されていたところである。 

   長期評価の領域分けに地震学上の根拠がないかのように述べる、被告国

の主張は、こうした経過にも反するものといわざるを得ない。 

（４）まとめ 

   よって、福島県沖海溝寄りの領域でも津波地震が発生しうるとの区分分

けは合理的である。 

３ 長期評価は最大公約数的見解でも多数意見でもない、とする被告国の主

張に対する反論 

（１）津波地震のメカニズムが未解明だったという点について 

ア 被告国の主張 

被告国は、「津波地震の発生メカニズムには十分な解明がなされておらず、

その発生場所や規模等については種々の見解があった」と主張し（被告国第

１４準備書面・２２頁など）、日本海溝寄りのどこでも津波地震が起こりう

るとした「長期評価」の結論を否定しようとする。 

イ メカニズムが未解明であることは「長期評価」の結論を否定する根拠にな

らないこと 

なるほど、２００２年「長期評価」が策定された時点でも、また現在にお

いても、津波地震がどのように発生するかというメカニズムについては議論

が続いており（乙Ｂ５３・１１～１２頁、甲Ｂ４８の２・５２頁）、付加体

の働きを重視する説（例えば甲Ｂ４７・１３３～１３９項）もあれば、海底

のずれの大きさで説明できるという説（たとえば甲Ｂ４８・５３頁）もある。

被告らが「長期評価」への異論として挙げる松澤・内田論文も、あくまで、

津波地震が発生するには厚い堆積物が必要であるという仮説に基づき議論
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しているにすぎない（甲Ｂ４８の１・２２～２３頁）。 

しかし、すでに見たとおり、２００２年「長期評価」策定の時点で、津波

地震は海溝寄りのプレート境界において起こるということ自体は、すでに確

立した知見であった。また、津波被害についての歴史記録に照らせば、１６

１１年の慶長三陸地震は明治三陸よりさらに南北に広く被害を及ぼした津

波地震であったこと、そして１６７７年の延宝房総沖地震は、陸寄りではな

く海溝寄りの津波地震であったことが明らかとなっていた。こうした知見を

踏まえ、海溝型分科会での充実した議論を経て、「長期評価」は、過去４０

０年の間に日本海溝付近の南北で３つの津波地震が発生したとの結論に達

したのである。 

そして、太平洋プレートが日本海溝付近ではほぼ水平に近い角度で陸側北

米プレート下に沈み込み始め、陸に向かうにつれてその勾配が大きくなるこ

と、この沈み込みによって陸側北米プレートが東から西へ押しこまれるとい

う基本的な構造については、日本海溝の北部から南部にかけて特に違いがな

い（甲Ｂ４８の１１２～１３頁、甲Ｂ４７・４４項）。 

   これらの知見が出揃っている以上、海溝型分科会において、津波地震がプ

レート境界の日本海溝寄りのどこでも起こり得ると判断する十分な根拠が

あったといえる。そして、津波地震のメカニズムが未解明であり、様々な仮

説にもとづく議論が続いていたことは、この判断の妨げには何らならない。

地震の長い歴史に対比して、４００年という限られた期間に、日本海溝寄り

の北部と南部で津波地震が発生している以上、その間にある福島県沖海溝寄

りにのみ
．．

生じないと考える積極的理由がないからである。 

   もし、「メカニズムの未解明」を理由に「長期評価」の「津波地震」につ

いての評価と予測を軽視し、津波防災対策に着手しないことが正当化される

のであれば、本件地震・津波を経験した現在でも津波地震のメカニズムにつ

いては議論が続いているのであるから、現在でも、津波地震に対する防護策

に着手しないでよいということになる。結局のところ、被告国の主張は、「メ
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カニズムの未解明」を口実に、津波地震対策を未来永劫先送りにするに等し

く、不合理かつ不当というほかない。 

（２）長期評価に対する異論や問題点が示されていたとの被告国の主張に対す

る反論 

 ア 被告国の主張 

   被告国は、長期評価の地震の整理又は結論には異なる見解も示されてお

り、種々の問題点が示されていたことから、地震学者の間の統一的見解であ

ったとはいえないと主張する（被告国第１４準備書面・２８頁以下）。 

 イ 地震調査委員会が長期評価を了解し公表したことの重要性 

   前述のとおり、地震本部の長期評価は、地震研究者が学会や論文等で行う

個人としての学術上の見解の表明とは全く異なり、法令に基づき、地震本部

及びその下部機関の各種の委員会において、行政機関として十分な情報を集

約し、我が国を代表する地震・津波の専門家によって集団的な討議及び検討

を行い、最終的には全体意見を集約して取りまとめられたものである。行政

機関としての防災上の地震想定についての判断を示す公式文書であり、広く

国民及び防災関係機関（原子力安全・保安院を含む。）に向けて公表され、

防災上の指針として取り扱われることが予定されている。 

   長期評価の取りまとめに向けては、検討結果について「言いっ放し」に終

わらせることなく、最終的には全体の意見の集約として、一定の判断を示す

行政文書として取りまとめられた。その策定手続き自体も極めて慎重かつ厳

格な手続きが保障されているところであり、個々の研究者の個人的な見解に

ついて特別の審査手続きが用意されていない学会等における見解の公表と

は全く異なる。 

   そして、このような策定手続きを経て、地震調査委員会が長期評価を了解

し公表したことの重要性からすれば、被告国が主張するように異論や問題点

が示されていたとしても、長期評価の結論が合理的であることを否定する理

由にはならない。 
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 ウ 地震本部「日本の地震活動」（第２版）について 

   被告国は、地震本部が２００９（平成２１）年３月に発効した「日本の地

震活動」（第２版）において、延宝房総沖地震については、津波地震の「可

能性が指摘されています」との記載があることをもって、延宝房総沖地震を

「津波地震とするのは、あくまで一つの説に過ぎないことを長期評価の発表

後においても地震本部自らが明らかにしている」と主張する（被告国第１４

準備書面・３１頁）。 

   しかし、そもそも「日本の地震活動」（第２版）における上記の記述は、

既に１９９９（平成１１）年４月１日に発行された旧版以来の記述がそのま

ま残されていたものであり、「長期評価」における津波地震の評価を積極的

に見直し、あるいは否定するベく新たに記載されたものではない。既に準備

書面２７で詳述したとおり、２００９（平成２１）年３月に行われた長期評

価の一部改定において、延宝房総沖地震を津波地震とする従来の評価に変化

はない。 

   また、長期評価の本格的改訂のため、地震調査委員会長期評価部会の会合

が同年６月から本件地震直前まで計１９回開かれ、約２０名の専門家が議論

に参加しているが、上記の評価に対する見直しのための見解が提起され、議

論されたことも伺えない。 

   このように、地震本部「日本の地震活動」（第２版）の記載は、単に編集

の怠慢により失念され放置されていたに過ぎず、これをもって長期評価の評

価を否定することはできない。 

エ 長期評価部会及び地震調査委員会における意見について 

被告国は、長期評価策定直前の２００２（平成１４）年６月の第６７回長

期評価部会で、日本海溝寄りの津波地震を４００年で３回と割り切ったこ

とに問題が残るなどの意見があったこと、また長期評価を了承した同年７

月１０日の第１０１回地震調査委員会でも、海溝寄りをいくつかに区分す

べきとの意見があり将来の課題とされていたことなどを指摘している。 



31 

 

しかし、いずれも一出席者の意見であり、実際にはその場で確定というこ

とで部会、委員会で了承されている。被告国の主張は、個々の出席者や事務

局の発言を誇大に解釈しているに過ぎず失当である。イで述べたとおり、こ

のような一部の意見があったとしても、長期評価の結論が合理的であるこ

とを否定する理由にはならない。 

（３）まとめ 

   長期評価は最大公約数的見解でも多数意見でもない、とする被告国の批

判は失当である。 

 ４ 長期評価の信頼度について 

   長期評価が、発生領域、発生確率及び発生規模の三点について、それぞれ

評価の信頼度を定めていること、並びにそれらの意味付けについては原告

ら準備書面２７の３２頁以下で述べたとおりである。被告国は、この「発生

確率」の評価「Ｃ（やや低い）」の意味を正解せず、他方で「発生規模」の

評価「Ａ（高い）」については無視することにより、２００２年「長期評価」

の信頼度を低めようとしているに過ぎない。 

なお、万が一にも過酷事故を起こしてはならない原子力発電所にいて、

「発生場所」や「発生確率」が「Ｃ（やや低い）」であることは、そもそも、

２００２年「長期評価」に基づく津波対策やその前提となる調査（津波試算

や原子力発電所の重要施設・重要機器への影響の調査等）を怠ることを正当

化する理由にはなり得ない。 

５ 小括 

以上のとおり、被告国の主張は、長期評価の結論が合理的であることを否

定する理由にはならない。 

 

第６ 長期評価の見解に従えば敷地高さを超える津波が到来することが予見で

きたとする島﨑証言が信用できること（被告国第１４準備書面・第３第２項への
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反論） 

１ はじめに 

被告国は、島崎証人の意見書や証言を引用し、同人が明治三陸地震の津波

マグニチュード（Ｍｔ）が９．０と判断し、これを阿部簡易式にあてはめれ

ば最大遡上高が３１～３２メートルになり、本件事故前からこの津波高さ

を予測できたのだから、これを基に津波対策を講じるべきだったと証言し

たものとみなした上、このような見解は当時の地震学者の一般的考えでは

なかったとか、阿部簡易式は津波高さの概略を把握するもので直接の津波

対策の設計条件に用いることはできないなどと批判を加えている。 

しかし、以下述べるとおり、被告国の主張は島﨑氏の証言内容をねじ曲げ、

原告らの主張を誤導するものであり失当である。 

２ 阿部の簡易式による津波高さの推計が示す詳細計算の必要性 

いわゆる阿部勝征氏による津波高さを算出するための簡易式（以下、「阿

部の簡易式」という。）によれば、おおよその目安として福島第一原子力発

電所の敷地における津波の遡上高を推定できる（甲Ｂ８３、甲Ｂ８４、同氏

の論文〔１９８９年、１９９９年〕、甲Ｂ８５・３５頁等）。その採用する明

治三陸地震の津波マグニチュード（Ｍｔ８．２～９．０）によって値は変わ

るが、遡上高の平均値で、２．８～１６メートル、遡上高の最高値で、５．

６～３２メートルとなる（甲Ｂ８６）。 

前記のとおり、Ｍｔ８．６の値は、すでに阿部勝征氏の２００３年の論文

（甲Ｂ１３）によって示され、推奨されているから、同値を採用した場合、

遡上高の最高値は、１４メートルになる。これだけでも十分に敷地高さを超

える可能性が示されている。 

３ 阿部の簡易式を用いる意味 

原告らが阿部の簡易式を用いて主張することの意味について、あらため

て指摘すると、「長期評価」に基づいて明治三陸地震程度の津波地震がどこ

でも起こると考えた場合には、敷地高さを超える津波の可能性があること
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を示すためである。 

島崎氏の意見書（甲Ｂ８５・３５頁）では、２００２（平成１４）年～２

００６（平成１８）年の時点で、Ｏ.Ｐ.＋１０メートルを超える津波の襲来

を予測することは可能であったことを論ずる中で、以下のように述べてい

る。 

「阿部（2003）は三陸海岸での遡上高のデータを用いると津波マグニチ

ュードが９．０となることを示している。阿部（1989、1999）の式を

用いて簡易計算を行うと、太平洋岸の遡上高の区間平均値は 15－16ｍ、

最大値は 31－32ｍであり、浸水高の区間平均値は 11ｍ、最大値は 22

ｍである。簡易計算とはいえ、十分注意を払うべき数値である。」 

すなわち、敷地高さを超える津波の襲来の危険性が阿部の簡易式によっ

ても十分に示されていることを述べているにすぎない。島崎氏も、１８９６

年明治三陸地震の津波マグニチュードが９．０であり、本件地震の規模がこ

れと同じであるから、それを当然に予測すべきだったと述べているのでは

ない。津波の想定において被害を重視するならば明治三陸地震において実

際に痕跡として残された三陸の遡上高から津波マグニチュードを導くこと

が適当であり、その結果、津波マグニチュード９．０であったというだけで、

それにより具体的に本件地震と同規模の地震を想定して対策を取ることが

できたということを主眼とするものではない。 

島崎氏は、津波マグニチュードが「８．６でも最大が２０メートルになり

ますので、やはりこれを見れば当然対策をしただろうと思います。」、「８．

６でも敷地を超えますので、やっぱりやることは同じだと思います」（甲Ｂ

４８の２・１７頁）と証言しており、その意味するところは、簡易計算であ

る「阿部の簡易式」に基づいて敷地高さを超えて津波が襲来する危険性を把

握した上で、さらに詳細な津波推計計算を実施して具体的な対策の立案に

進むことが期待されるとしているのであり、こうした対策を始める「出発点」

として、阿部の簡易式に基づく津波高さの推計を行うことによって、詳細な
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津波推計計算の必要性は十分に把握されたはずであるということである。 

これに対し、被告らは、あたかも阿部の簡易式によって、島崎氏が本件地

震・津波と同規模の地震・津波を当然に予測し得たと述べているかような前

提に立って尋問を行い、証言を意図的に曲解している。 

島崎氏の証言からもその趣旨は明らかであり、尋問者から、明治三陸地震

の津波マグニチュード９．０を基に本件事故前にそれを前提に津波対策を

取ることは不可能を強いるものではないかと問われて、島崎氏は、「当然の

ことながら、それは津波の専門家に尋ねるわけですよ。で、津波の専門家が

どういうふうに言うかというと、もし明治三陸津波が日本海溝沿いのどこ

でも起こると考えれば、福島県から茨城県まで高さ１０メートルを超える

津波が来ると、そういうふうに、例えば阿部勝征先生は言われるし、都司嘉

宣先生も言われるわけです。それが津波の専門家の常識ですね。」と答えて

いる（甲Ｂ４８の２・１６頁）。 

また、阿部の簡易式だけで実際の津波対策を取ることが可能かと問われ

て、「実際にはやはり数値計算をすることが必要で、これは前回でもお話し

を申し上げたとおりです。・・・これを見て、あっ、これは大変だ、何とか

しなくちゃというんで数値計算をするというのは、当然皆さんなさるべき

ことじゃないかと思います」と答えている（甲Ｂ４８の２・２１頁）。 

以上からわかるとおり、島崎氏は、あくまで、前記のとおり敷地高さを超

える津波の襲来の危険性（とそれによる対策の必要性）がこれによって基礎

づけられるという趣旨で証言しているのであって、その後に必要となる詳

細な津波浸水予測計算に基づく対策に進む「出発点」として「阿部の簡易式」

による津波水位の予測について証言していることは明らかである。 

４ 裏付けとなる阿部氏本人による発言 

以上を裏付けるように、阿部勝征氏は、中央防災会議の前記専門調査会

（平成１５年１０月、甲Ｂ１６）において、すでに引用したところであるが、

実際に以下のように発言している。 
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   「（津波地震について）三陸沖から房総沖にかけてのどこかで発生する危

険性があると。そうすると明治の三陸津波のような地震ですと、もう

至るところで１０ｍを超えるような津波が出ているわけです。それを

場所が特定できないで要するにあちこちで起こしてしまいますと、東

北地方沿岸、福島から茨城まですべて１０ｍを超えるような津波が出

てくるわけです。」 

島崎氏が、阿部の簡易式に基づく簡略な津波水位の推計結果によっても、

詳細な津波推計計算（及びこれに基づく対策）に進む必要性が容易に認識で

きたはずであると証言している趣旨は、阿部氏本人の発言によっても裏付

けられているのである。 

５ 佐竹氏も原告らの主張に賛同している 

佐竹氏は、明治三陸や延宝房総沖と同様の津波地震が福島県沖で起きた

と想定した場合に、海岸地点での津波高さが１０メートル程度になるかど

うかという判断について、専門家としておおよその判断はできるのではな

いかと問われ、「おおよその高さという意味では、例えば阿部先生の津波の

予測式というのは、そういう計算はできます」と述べている（乙Ｂ５３・４

６頁）。 

さらに前記の阿部氏の中央防災会議での発言を踏まえて、「阿部先生は先

ほど言った阿部簡易式を発明された方ですから、その簡易式を使って１０

メートルというのは出したということは想像できますけれども、これが計

算できるということに関してはそのとおりです」と述べている（同４７頁）。 

また、具体的な特定地点での津波水位ではなく、その前段階として、津波

が敷地高さに到達する危険性を把握するためには、特に詳細な計算を経な

くとも分かるのではないかと問われ、「先ほどの阿部先生の式も、沿岸の高

さを概略的にやるためには詳細な計算をしなくてもできるかもしれません。

ただ、遡上ということになりますと、やっぱりそれは詳細な計算が必要にな

ると思います。」と述べている（同４７頁）。 
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このように、佐竹氏においても、阿部の簡易式に基づいて、敷地高さを超

えるおおよその津波高さを導くことができたことを否定していない。 

   以上のとおり、２００２年「長期評価」に基づき阿部簡易式を用いて、明

治三陸地震が福島県沖の日本海溝寄りで発生した場合の津波高さを算定し

た場合には、敷地高さを超える可能性が十分に示されていたのであるから、

そこからさらに具体的な数値計算を行う必要性も容易に認識できたことは

明らかである。 

６ 小括 

   以上から明らかなとおり、原告らや島崎氏は、明治三陸地震の津波マグニ

チュードを９．０として津波高さを予測すべきだったなどとは主張してい

ないし（上記のとおり津波マグニチュードが９．０以下でも敷地高さを超え

る津波の危険性が示されているのだからそうした主張をする必要もないこ

とは当然である。）、阿部簡易式をもって具体的な設計条件としての敷地に

対する津波水位を算出すべきであるなどとも言っていない。 

被告国の主張は、原告らの主張、ひいては島崎証人の証言の趣旨を正解せ

ず、その趣旨を敢えて歪めて批判しているものであり、失当という他ない。 

 

第７ ２００２年における推計の信頼性を否定する被告国の主張には何ら根拠

がないこと（被告第１４準備書面・第３第３項（４）に対する反論） 

 １ はじめに 

   被告国は、「長期評価が公表された平成１４年当時において、明治三陸地

震の波源モデルを福島県沖海溝沿いに移動させて計算すること自体は不可

能とはいえないものの、平成１４年当時と平成２０年当時では、海底地形等

のデータも変わっているのであって、必ずしも、平成１４年当時に、平成２

０年当時の試算と同様の制度での試算が可能であったとはいえない」と主

張する。 
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 ２ ２００２年に現に津波推計計算が実施されていること 

   しかし、「津波評価技術」公表の翌月である２００２（平成１４）年３月

に、被告東京電力は、「津波評価技術」に基づく津波推計計算を現に実施し、

またこの推計に基づいて原子炉施設の津波防護策を実施し、被告国にもそ

の内容を報告し確認を得ている（丙Ａ２の１・東京電力事故調査報告書１７

～１８頁）。 

   ２００２（平成１４）年における津波推計計算に十分な信頼性が期待でき

ないかのように述べる被告国の主張は、現に実施された２００２年当時の

推計の内容と、被告国がその結果に基づく津波防護策の報告を受けて確認

しているという事実に照らして、失当であるといわなければならない。 

 ３ ２００２年推計と２００８年推計はその信頼性に実質的差異が無いこと 

（１）基本的に共通の手法によること 

   ２００２年推計と２００８年推計は、いずれも①推計手法として全面的

に「津波評価技術」に準拠していること、②最新の海底地形等を基に計算さ

れていること、③波源モデル自体についても「津波評価技術」が認定した明

治三陸地震等の波源モデルに準拠して推計を行っていること、④「津波評価

技術」の求める位置等のパラメータスタディを実施して最大の津波高さに

なる推計値を採用していること、において全く共通である。 

（２）「波源モデルを想定する領域の設定」のみが異なること 

   ２００２年推計と２００８年推計において異なるのは、前者においては

「津波評価技術」の考え方に基づいて、既往最大の地震について、かつて発

生した領域にのみ波源モデルを想定したが、２００８年推計においては、

「長期評価」の考え方に基づいて、波源モデルを想定する領域について、福

島県沖を含む日本海溝南部において南北に広く領域を設定したことに尽き

る。 

   そして、この「波源モデルを想定する領域の設定」こそが、福島第一原子

力発電所に襲来し得る津波高さに決定的な影響を与える要因となっている
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のである。 

（３）海底地形の更新の影響について 

   「津波評価技術」自体が、「地形データ」について「計算に用いる地形デ

ータは、最新の海底地形図。陸上地形図等をもとに作成することを基本とす

る」としており、その理由としても「精度向上の観点から、用いる水深デー

タは、最新の測定結果を基に作成することを基本とする」とするに留まって

いる。 

   ２００２年推計の結果は、原子炉施設の津波防護策の基礎として採用す

るに足りる十分な制度と信頼性を持つものとして、現に被告東電によって

その推計に基づいて津波防護策が実施され、かつその結果は被告国にも報

告され、その確認を経ているというのであるから、海底地形等のデータの差

異が、推計結果の信頼性を損なうものでないことは明らかである。 

 ４ 小括  

   よって、２００２年における被告東電による推計をしたとしても、２００

８年推計と同様の信頼性があるとはいえない、との被告国の主張には何ら

根拠がない。 

                                 以上 


